
 

千葉市条例第  号 

政治倫理の確立のための千葉市議会の議員の資産等の公開に関す

る条例の一部を改正する条例 

 政治倫理の確立のための千葉市議会の議員の資産等の公開に関する条

例（平成７年千葉市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第４号中「、貯金（普通貯金を除く。）及び郵便貯金

（通常郵便貯金を除く。）」を「及び貯金（普通貯金を除く。）」に、

「、貯金及び郵便貯金」を「及び貯金」に改め、同項第５号を削り、同

項第６号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第７号から第１０号までを１号ずつ繰り上げる。 

   附 則 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。ただし、第２条

第１項の改正規定（同項第４号に係る部分を除く。）は、議会の議長

が定める日から施行する。 

２ この条例による改正後の政治倫理の確立のための千葉市議会の議員

の資産等の公開に関する条例第２条第１項第４号の規定の適用につい

ては、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金（通常郵便貯金を

除く。）及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成１７年法律第１０２号）附則第３条第１０号に規定する旧

郵便貯金（通常郵便貯金を除く。）は、預金とみなす。 
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議 案 説 明 

郵便貯金法の廃止及び証券取引法の一部改正に伴い、規定の整備を

図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 

 

 

 


